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(54)【発明の名称】 エレクトロ・ルミネッセンス・パネル

(57)【要約】
【課題】  本発明はエレクトロ・ルミネッセンス・パネ
ルに関し、特に輝度を向上させたエレクトロ・ルミネッ
センス・パネルに関する。
【解決手段】  本発明に基づくエレクトロ・ルミネッセ
ンス・パネルは、前記第１ゲートラインと前記データラ
インの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセ
ンス・セルを駆動するための第１エレクトロ・ルミネッ
センス・セル駆動回路と、前記第１ゲートラインを除い
たゲートラインとデータラインの交差部に設置されて前
記エレクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動するための
第２エレクトロ・ルミネッセンス・セル駆動回路とを具
備する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ゲートラインと、前記ゲートラインと交
差するデータラインと、前記ゲートラインとデータライ
ンの交差部に設置されたエレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルとを具備するエレクトロ・ルミネッセンス・パネルで
あって、
前記第１ゲートラインと前記データラインの交差部に設
置されて前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動
するための第１エレクトロ・ルミネッセンス・セル駆動
回路と、
前記第１ゲートラインを除いたゲートラインとデータラ
インの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセ
ンス・セルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッ
センス・セル駆動回路とを具備することを特徴とするエ
レクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２】  前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・
セルの駆動回路は、エレクトロ・ルミネッセンス・セル
に電源を供給する電源と、前記電源と前記データライン
の間に接続された第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前
記電源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に
接続された第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第１
及び前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲート電極の
間に接続されてスイッチの役割をする第３ＰＭＯＳ薄膜
トランジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの
ゲート電極と前記電源の間に接続されたキャパシタとを
具備することを特徴とする請求項１記載のエレクトロ・
ルミネッセンス・パネル。
【請求項３】  前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、
前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率に
より、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電流
を調整することを特徴とする請求項２記載のエレクトロ
・ルミネッセンス・パネル。
【請求項４】  前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルの駆動回路は、エレクトロ・ルミネッセンス・セルに電
源を供給する電源と、前記電源と前記エレクトロ・ルミ
ネッセンス・セル間に接続された第４ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタと、前記デーラライン及び前記第４ＰＭＯＳの
ゲート電極の間に接続されてスイッチの役割をする第５
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第４トランジスタの
ゲート電極と前記電源と接続されるキャパシタとを具備
することを特徴とする請求項１記載のエレクトロ・ルミ
ネッセンス・パネル。
【請求項５】  前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ及び
前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率に
よって、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電
流を調整することを特徴とする請求項４記載のエレクト
ロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項６】  第１ゲートラインとゲートラインの交差
部に設置されてエレクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動
するための第１エレクトロ・ルミネッセンス・セル回路
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と、前記第１ゲートラインを除いたゲートラインとデー
タラインの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネ
ッセンス・セルを駆動するための第２エレクトロ・ルミ
ネッセンス・セル駆動回路とを具備することを特徴とす
るエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項７】  前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・
セルの駆動回路は、エレクトロ・ルミネッセンス・セル
に電源を供給する電源と、前記電源と前記データライン
の間に接続された第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前
記電源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に
接続された第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第１
及び第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極の
間に接続されてスイッチの役割をする第３ＰＭＯＳ薄膜
トランジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの
前記ゲート電極と前記電源の間に接続されたキャパシタ
とを具備することを特徴とする請求項６記載のエレクト
ロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項８】  前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・
セルの駆動回路は、エレクトロ・ルミネッセンス・セル
に電源を供給する電源と、前記電源と前記データライン
の間に接続された第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前
記データラインと前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの
前記ゲート電極の間に接続されてスイッチの役割をする
第５ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄
膜トランジスタの前記ゲート電極と前記電源の間に接続
されたキャパシタとを具備することを特徴とする請求項
６記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項９】  ガラス基板の上に相互に交差するように
配置された前記ゲートラインと、前記データラインの交
差部に設置されて前記ゲートラインでのゲート信号がイ
ネーブルされる際に駆動されて前記データラインでの画
素信号の大きさに対応する光を発生する第１及び第２画
素とを具備することを特徴とするエレクトロ・ルミネッ
センス・パネル。
【請求項１０】  前記ゲートラインに接続されて前記ゲ
ートラインを順次駆動するためのゲートドライバと、前
記データラインに接続されて前記第１及び第２画素に画
素信号を印加するデータドライバとを具備することを特
徴とする請求項９記載のエレクトロ・ルミネッセンス・
パネル。
【請求項１１】  前記ゲートドライバと前記データドラ
イバで駆動される前記第１及び第２画素それぞれは、第
１ゲートラインとデータラインの交差部に設置されて前
記エレクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動するための第
１エレクトロ・ルミネッセンス・セル回路と、前記第１
ゲートラインを除いたゲートラインと前記データライン
の交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセンス
・セルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッセン
ス・セル駆動回路とを具備することを特徴とする請求項
１０記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
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【請求項１２】  前記第１エレクトロ・ルミネッセンス
・セル駆動回路は、基底電圧ラインに接続された有機発
光ダイオードと、前記第１ゲートラインと前記データラ
インの交差部に設置された少なくとも３つの薄膜トラン
ジスタを有する補償回路とを具備することを特徴とする
請求項１１記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネ
ル。
【請求項１３】  前記有機発光ダイオードは、前記補償
回路から印加された電流に対応する光を放出することを
特徴とする請求項１２記載のエレクトロ・ルミネッセン
ス・パネル。
【請求項１４】  前記第１エレクトロ・ルミネッセンス
・セル駆動回路は、前記ゲートラインでのゲート信号が
イネーブルされる期間に前記データラインでの逆方向の
電流量を変動する順方向の電流信号を前記有機発光ダイ
オードに印加することを特徴とする請求項１２記載のエ
レクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項１５】  前記補償回路は、電圧供給ラインに電
流ミラーを形成するために接続された第１及び第２ＰＭ
ＯＳ薄膜トランジスタと、第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜ト
ランジスタの前記ゲート電極の間に接続された第３ＰＭ
ＯＳ薄膜トランジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トラン
ジスタと前記電圧供給ラインの間に接続された第１キャ
パシタとを具備することを特徴とする請求項１３記載の
エレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項１６】  前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、前記電圧供給ラインが前記データラインに接続され
る際にデータラインでの電流信号を充電して、充電され
た電流信号を前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記
ゲート電極に印加することを特徴とする請求項１５記載
のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項１７】  前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、前記電圧供給ラインでの供給電圧が有機発光ダイオ
ードに印加されて充電された第１キャパシタの充電電流
によりターン・オンされることを特徴とする請求項１５
記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項１８】  前記第３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、前記第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに対し
てスイッチとして作用することを特徴とする請求項１５
記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項１９】  前記第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜トラン
ジスタは、前記第３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタがターン
・オンされる際に電流ミラーになり、前記ミラーは前記
第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを通して、前記第１デー
タラインに流れる一定の大きさの電流と前記第２ＰＭＯ
Ｓ薄膜トランジスタを通して前記有機発光ダイオードに
印加されて第１データラインに流れる電流の大きさと同
一の電流で構成されることを特徴とする請求項１８記載
のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２０】  前記有機発光ダイオードに印加される
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電流は、前記第１キャパシタが発生させた維持時間の
間、供給されることを特徴とする請求項１９記載のエレ
クトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２１】  前記第１データラインに流れる電流と
前記有機発光ダイオードに印加される電流は、前記第１
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと第２ＰＭＯＳ薄膜トランジ
スタの幅と長さの比率により決定されることを特徴とす
る請求項１９記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネ
ル。
【請求項２２】  前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと
第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、ゲート電圧により影
響を受けることなく前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
に流れる電流を調節することを特徴とする請求項１９記
載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２３】  前記第２エレクトロ・ルミネッセンス
・セル駆動回路は基底電圧ラインに接続されたエレクト
ロ・ルミネッセンス・セル有機発光ダイオードと、前記
第１ゲートラインを除いたゲートラインと前記データラ
インの交差部に設置された二つの薄膜トランジスタを有
するセル駆動回路とを具備して、前記有機発光ダイオー
ドは前記セル駆動回路から印加された電流の大きさに対
応する光を放出することを特徴とする請求項１１記載の
エレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２４】  前記セル駆動回路は、前記ゲートライ
ンでのゲート信号がイネーブルされる際に前記データラ
インでの逆方向の電流量により変動する順方向の電流信
号を前記有機発光ダイオードに印加することを特徴とす
る請求項２３記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネ
ル。
【請求項２５】  前記セル駆動回路は、前記有機発光ダ
イオードと前記電圧供給ラインの間に接続された第４Ｐ
ＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタの前記ゲート電極と前記データラインの間に接
続されてスイッチとしての役割をする第５ＰＭＯＳ薄膜
トランジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの
前記ゲート電極と前記電圧供給ラインの間に接続された
第２キャパシタとを具備することを特徴とする請求項２
３記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２６】  前記第２キャパシタは、前記電圧供給
ラインが前記データラインに接続される際に前記データ
ラインの電流信号を充電して、充電された電流信号を前
記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極に印
加することを特徴とする請求項２５記載のエレクトロ・
ルミネッセンス・パネル。
【請求項２７】  前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、前記電圧供給ラインでの供給電圧が有機発光ダイオ
ードに印加されて充電された第２キャパシタの充電電流
によりターン・オンされることを特徴とする請求項２６
記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２８】  前記第５ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
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は、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに対してスイッ
チとしての役割をすることを特徴とする請求項２５記載
のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項２９】  前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、前記第５ＰＭＯＳ薄膜トランジスタがターン・オン
される際に、前記第１エレクトロ・ルミネッセンス駆動
回路の前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと共に電流ミ
ラーを形成することを特徴とする請求項２８記載のエレ
クトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項３０】  前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
は、第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを通して前記第１デ
ータラインに一定の大きさの電流が流れるようにターン
・オンされて、前記第１データラインに流れる電流の大
きさと同一の電流が前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
を通して前記有機発光ダイオードに印加することを特徴
とする請求項２９記載のエレクトロ・ルミネッセンス・
パネル。
【請求項３１】  前記有機発光ダイオードに印加される
電流は、前記第２キャパシタから発生した維持時間の
間、供給されることを特徴とする請求項３０記載のエレ
クトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項３２】  前記第１データラインに流れる電流と
前記有機発光ダイオードに印加される電流は、前記第１
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前記第４ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタの幅と長さの比率により決定されることを特徴
とする請求項２４記載のエレクトロ・ルミネッセンス・
パネル。
【請求項３３】  前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと
第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、ゲート電圧により影
響を受けることなく前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
に流れる電流を調節することを特徴とする請求項３２記
載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル。
【請求項３４】  ゲートラインと、前記ゲートラインと
交差するデータラインと、前記ゲートラインとデータラ
インの交差部に設置されたエレクトロ・ルミネッセンス・
セルとを具備するエレクトロ・ルミネッセンス・パネル
の製造方法であって、前記第１ゲートラインと前記デー
タラインの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネ
ッセンス・セルを駆動するための第１エレクトロ・ルミ
ネッセンス・セル駆動回路を形成する過程と、前記第１
ゲートラインを除いたゲートラインとデータラインの交
差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッセンス・
セル駆動回路を形成する過程とを具備することを特徴と
するエレクトロ・ルミネッセンス・パネルの製造方法。
【請求項３５】  前記第１エレクトロ・ルミネッセンス
・セルの駆動回路を形成する過程は、エレクトロ・ルミ
ネッセンス・セルに電源を供給するための電源を形成す
る過程と、前記電源と前記データラインの間に接続され
た第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、前*
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*記電源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に
接続された第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過
程と、前記第１及び前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
のゲート電極の間に接続されてスイッチとしての役割を
する第３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、
前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲート電極と前記
電源の間に接続されたキャパシタを形成する過程とを具
備することを特徴とする請求項３４記載のエレクトロ・
ルミネッセンス・パネルの製造方法。
【請求項３６】  前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに
流れる電流は、前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前
記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率によ
り前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電流を調
整することを特徴とする請求項３４記載のエレクトロ・
ルミネッセンス・パネルの製造方法。
【請求項３７】  前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・
セルの駆動回路を形成する過程は、前記エレクトロ・ル
ミネッセンス・セルに電源を供給する電源を形成する過
程と、前記電源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セル
間に接続された第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成す
る過程と、前記デーラライン及び前記第４ＰＭＯＳのゲ
ート電極の間に接続されてスイッチの役割をする第５Ｐ
ＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、前記第４Ｐ
ＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極と前記電源の
間に接続されたキャパシタとを設けることを特徴とする
請求項３４記載のエレクトロ・ルミネッセンス・パネル
の製造方法。
【請求項３８】  前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに
流れる電流は前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前記
第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率により
調整することを特徴とする請求項３４記載のエレクトロ
・ルミネッセンス・パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はエレクトロ・ルミネ
ッセンス・パネルに関し、特に輝度を向上させたエレク
トロ・ルミネッセンス・パネルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】最近、陰極線管の短所である重さと厚さ
を低減する平板表示装置が開発されている。このような
平板表示装置は液晶表示装置、電界放出表示装置、プラ
ズマディスプレーパネル及びエレクトロ・ルミネッセン
ス（以下“ＥＬ”という）パネルがある。
【０００３】このような平板表示装置の表示品質を高め
て大画面化を試みる研究が活発に行われている。ＥＬパ
ネルは自ら発光する自発光素子である。ＥＬパネルは電
子及び正孔のキャリアーを利用して蛍光物質を励起する
ことでビデオ映像を表示する。ＥＬパネルは直流低電圧
の駆動が可能で応答速度が速いという長所がある。
【０００４】図１に示すように、従来のＥＬパネルはガ
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7
ラス基板（１０）上に互いに交差するゲートラインのペ
ア（ＧＬ、/ＧＬ）及びデータライン（ＤＬ）と、ゲー
トラインのペア（ＧＬ、/ＧＬ）とデータライン（Ｄ
Ｌ）の交差部それぞれに配列された画素素子（ＰＥ）と
を具備する。
【０００５】画素素子（ＰＥ）それぞれはゲートライン
のペア（ＧＬ、/ＧＬ）のゲート信号がイネーブル（Ena
ble）される時、駆動されてデータライン（ＤＬ）上の
画素信号の大きさに対応した光を発生する。
【０００６】このような画素素子（ＰＥ）を駆動するた
めに、ゲートドライバ（１２）はゲートラインのペア
（ＧＬ、/ＧＬ）に接続されることと共にデータドライ
バ（１４）はデータライン（ＤＬ）に接続される。
【０００７】ゲートドライバ（１２）はゲートラインの
ペア（ＧＬ、/ＧＬ）を順次駆動する。データドライバ
（１４）はデータライン（ＤＬ）を通して画素（ＰＥ）
に画素信号を供給する。
【０００８】このように、ゲートドライバ（１２）及び
データドライバ（１４）によって駆動される画素素子
（ＰＥ）は基底電圧ライン（ＧＮＤ）に接続されたＥＬ
セル（Organic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）と、
このＥＬセル（ＯＬＥＤ）を駆動するためのセル駆動回
路（１６）で構成される。
【０００９】ＥＬセル（ＯＬＥＤ）はセル駆動回路（１
６）から供給される電流の大きさに対応した光を放出す
る。
【００１０】図２に示すように、セル駆動回路（１６）
はＥＬセル（ＯＬＥＤ）と第１及び第２ノード（Ｎ１、
Ｎ２）の間に接続された第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
（以下“ＴＦＴ”という）（ＭＰ１）と、第２ノード及
びＥＬセル（ＯＬＥＤ）の間に接続された第２ＰＭＯＳ
  ＴＦＴ（ＭＰ２）と、第１及び第２ノード（Ｎ１、Ｎ
２）の間に接続されたキャパシタ（Ｃ１）とを具備す
る。
【００１１】キャパシタ（Ｃ１）はデータライン（Ｄ
Ｌ）から画素信号が印加される時、画素信号の電圧を充
電してその充電された画素電圧を第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ
（ＭＰ１）のゲート電極に供給する。
【００１２】第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ１）はキャパ
シタ（Ｃ１）に充電された画素電圧によってターン・オ
ンされることで、電圧供給ライン（ＶＤＤＬ）からの供
給電圧（ＶＤＤ）を第１ノード（Ｎ１）を経由してＥＬ
セル（ＯＬＥＤ）に供給する。この時、第１ＰＭＯＳ  
ＴＦＴ（ＭＰ１）は画素信号の電圧レベルによって自分
のチャンネル幅を変化させＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給
される電流量を調節する。これによって、ＥＬセル（Ｏ
ＬＥＤ）は第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ１）から印加さ
れる電流量に対応する光を発生する。
【００１３】第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ２）はゲート
ライン（ＧＬ）から図３に図示したようにゲート信号
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（ＧＬＳ）に応答して第２ノード（Ｎ２）をＥＬセル
（ＯＬＥＤ）に選択的に接続する。
【００１４】これを詳細に説明すると、第２ＰＭＯＳ  
ＴＦＴ（ＭＰ２）はゲート信号（ＧＬＳ）がロー論理で
イネーブルされる期間に第２ノード（Ｎ２）をＥＬセル
（ＯＬＥＤ）に接続させ画素信号がキャパシタ（Ｃ１）
に充電される。換言すれば、第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｍ
Ｐ２）はゲートライン（ＧＬ）上のゲート信号（ＧＬ
Ｓ）がイネーブルされる期間にキャパシタ（Ｃ１）の電
流通路を形成する。
【００１５】キャパシタ（Ｃ１）はゲート信号（ＧＬ
Ｓ）がイネーブルされる期間に画素信号を充電して第１
ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ１）のゲート電極上の電圧がド
レーン電極上の電圧より充電された画素信号の電圧レベ
ルほど低くする。これによって、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ
（ＭＰ１）は画素信号の電圧レベルによってチャンネル
幅を調節して第１ノード（Ｎ１）からＥＬセル（ＯＬＥ
Ｄ）の方に流れる電流量を調節する。
【００１６】また、セル駆動回路（１６）はゲートライ
ン（ＧＬ）上のゲート信号（ＧＬＳ）に応答する第３Ｐ
ＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ３）と、ゲート反転ライン（/Ｇ
Ｌ）からの反転されたゲート信号（/ＧＬＳ）に応答す
る第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ４）とをさらに具備す
る。
【００１７】第３ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ３）はロー論
理のゲート信号（ＧＬＳ）がゲートライン（ＧＬ）から
供給される期間にターン・オンされて第１ノード（Ｎ
１）に接続されたキャパシタ（Ｃ１）及び第１ＰＭＯＳ
  ＴＦＴ（ＭＰ１）のドレーン電極がデータライン（Ｄ
Ｌ）に接続される。これを詳細に説明すると、第３ＰＭ
ＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ３）はロー論理のゲート信号（ＧＬ
Ｓ）に応答してデータライン（ＤＬ）上の画素信号を第
１ノード（Ｎ１）の方に転送される役割をする。結果的
に、第３ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ３）はゲートライン
（ＧＬ）上のゲート信号（ＧＬＳ）がロー論理を維持す
る期間にターン・オンされて画素信号が第１及び第２ノ
ード（Ｎ１、Ｎ２）の間に接続されたキャパシタ（Ｃ
１）に充電される。
【００１８】第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ４）はゲート
反転ライン（/ＧＬ）からロー論理の反転されたゲート
信号（/ＧＬＳ）が自分のゲートの方に供給される期間
にターン・オンされてキャパシタ（Ｃ１）及び第１ＰＭ
ＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ１）のドレーン電極が接続された第
１ノード（Ｎ１）を電圧供給ライン（ＶＤＤＬ）に接続
する。この第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（ＭＰ４）がターン・
オンされた期間に電圧供給ライン（ＶＤＤＬ）上の供給
電圧（ＶＤＤ）は第１ノード（Ｎ１）及び第１ＰＭＯＳ
  ＴＦＴ（ＭＰ１）を経由してＥＬセル（ＯＬＥＤ）に
供給されることで、ＥＬセル（ＯＬＥＤ）は画素信号の
電圧レベルに対応する光を発生する。
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【００１９】このような、ＥＬパネルはＥＬセル（ＯＬ
ＥＤ）を利用して光を発生するのに必要な電流をＰＭＯ
Ｓ  ＴＦＴから供給されて動作するが、このようなＰＭ
ＯＳＴＦＴの特性は図４のようである。
【００２０】図４に示すように、ＰＭＯＳ  ＴＦＴの特
性はゲート電極に供給されるゲート電圧（ＶＧ）値によ
ってドレーン電極及びソース電極間の電圧（ＶＤＳ）と
ドレーン電流（ＩＤ）が異なる。特にＥＬパネルは供給
される電流の大きさに発光する量が異なるために電流の
調節が何より重要である。
【００２１】ＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給される電流
は、Ａ部分に示すようにＰＭＯＳ  ＴＦＴのゲート電圧
（ＶＴＨ）はドレーン電極及びソース電極間の電圧（Ｖ
ＤＳ）変化に大きく影響する。この結果、ＥＬパネルに
表示されるビデオ映像に縦及び横の縞模様が発生する問
題点が発生する。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は輝度を向上することができるようにしたエレクトロ・
ルミネッセンス・パネルを提供することにある。
【００２３】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
めに、本発明によるエレクトロ・ルミネッセンス・パネ
ルはゲートラインと、前記ゲートラインと交差するデー
タラインと、前記ゲートラインとデータラインの交差部
に設置されたエレクトロ・ルミネッセンス・セル（ＯＬＥ
Ｄ）とを具備するエレクトロ・ルミネッセンス・パネル
において、前記第１ゲートラインと前記データラインの
交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセンス・
セルを駆動するための第１エレクトロ・ルミネッセンス
・セル駆動回路と、前記第１ゲートラインを除いたゲー
トラインとデータラインの交差部に設置されて前記エレ
クトロ・ルミネッセンス・セルを駆動するための第２エ
レクトロ・ルミネッセンス・セル駆動回路とを具備す
る。
【００２４】前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルの駆動回路はエレクトロ・ルミネッセンス・セルに電
源を供給する電源と、前記電源と前記データラインの間
に接続された第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記電
源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に接続
された第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第１及び
前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲート電極の間に
接続されてスイッチの役割をする第３ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲー
ト電極と前記電源の間に接続されたキャパシタとを具備
する。
【００２５】前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前記
第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率により
前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電流を調整
することを特徴とする。
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【００２６】前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・セル
の駆動回路はエレクトロ・ルミネッセンス・セルに電源を
供給する電源と、前記電源と前記エレクトロ・ルミネッ
センス・セル間に接続された第４ＰＭＯＳ薄膜トランジ
スタと、前記デーラライン及び前記第４ＰＭＯＳのゲー
ト電極の間に接続されてスイッチの役割をする第５ＰＭ
ＯＳ薄膜トランジスタと、前記第４トランジスタのゲー
ト電極と前記電源と接続されるキャパシタとを具備す
る。
【００２７】前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ及び前
記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率によ
って前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電流を
調整することを特徴とする。
【００２８】本発明によるエレクトロ・ルミネッセンス
・パネルは第１ゲートラインとゲートラインの交差部に
設置されてエレクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動する
ための第１エレクトロ・ルミネッセンス・セル回路と、
前記第１ゲートラインを除いたゲートラインとデータラ
インの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセ
ンス・セルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッ
センス・セル駆動回路とを具備する。
【００２９】前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルの駆動回路はエレクトロ・ルミネッセンス・セルに電
源を供給する電源と、前記電源と前記データラインの間
に接続された第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記電
源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に接続
された第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第１及び
第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極の間に
接続されてスイッチの役割をする第３ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記
ゲート電極と前記電源の間に接続されたキャパシタとを
具備する。
【００３０】前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルの駆動回路はエレクトロ・ルミネッセンス・セルに電
源を供給する電源と、前記電源と前記データラインの間
に接続された第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記デ
ータラインと前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記
ゲート電極の間に接続されてスイッチの役割をする第５
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄膜ト
ランジスタの前記ゲート電極と前記電源の間に接続され
たキャパシタとを具備する。
【００３１】ガラス基板の上に相互交差されるように配
置された前記ゲートラインと前記データラインの交差部
に設置されて前記ゲートラインでのゲート信号がイネー
ブルされる際に駆動されて前記データラインでの画素信
号の大きさに対応する光を発生する第１及び第２画素と
を具備する。
【００３２】前記ゲートラインに接続されて前記ゲート
ラインを順次駆動するためのゲートドライバと、前記デ
ータラインに接続されて前記第１及び第２画素に画素信
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号を印加するデータドライバとを具備する。
【００３３】前記ゲートドライバと前記データドライバ
で駆動される前記第１及び第２画素それぞれは、第１ゲ
ートラインとデータラインの交差部に設置されて前記エ
レクトロ・ルミネッセンス・セルを駆動するための第１エ
レクトロ・ルミネッセンス・セル回路と、前記第１ゲー
トラインを除いたゲートラインと前記データラインの交
差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッセンス・
セル駆動回路とを具備する。
【００３４】前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ル駆動回路は、基底電圧ラインに接続された有機発光ダ
イオードと、前記第１ゲートラインと前記データライン
の交差部に設置された少なくとも３つの薄膜トランジス
タを有する補償回路とを具備することを特徴とする。
【００３５】前記有機発光ダイオードは、前記補償回路
から印加された電流の大きさに対応する光を放出するこ
とを特徴とする。
【００３６】前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ル駆動回路は、前記ゲートラインでゲート信号がイネー
ブルされる期間に、前記データラインでの逆方向の電流
量を変化させる順方向の電流信号を前記有機発光ダイオ
ードに印加することを特徴とする。
【００３７】前記補償回路は、電圧供給ラインに電流ミ
ラーを形成するために接続された第１及び第２ＰＭＯＳ
薄膜トランジスタと、第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜トラン
ジスタの前記ゲート電極の間に接続された第３ＰＭＯＳ
薄膜トランジスタと、前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジス
タと前記電圧供給ラインの間に接続された第１キャパシ
タとを具備する。
【００３８】前記第１キャパシタは、前記電圧供給ライ
ンが前記データラインに接続される際に前記データライ
ンでの電流信号を充電して、充電された電流信号を前記
第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極に印加
することを特徴とする。
【００３９】前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、前
記電圧供給ラインでの供給電圧が有機発光ダイオードに
印加されて充電された第１キャパシタの充電電流により
ターン・オンされることを特徴とする。
【００４０】前記第３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、前
記第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに対してスイ
ッチとしての役割をすることを特徴とする。
【００４１】前記第１及び第２ＰＭＯＳ薄膜トランジス
タは、前記第３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタがターン・オ
ンされる際に、電流ミラーになり、前記ミラーは前記第
１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを通して、前記第１データ
ラインに流れる一定の大きさの電流と前記第２ＰＭＯＳ
薄膜トランジスタを通して前記有機発光ダイオードに印
加されて第１データラインに流れる電流の大きさと同一
の電流で構成されることを特徴とする。
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【００４２】前記有機発光ダイオードに印加される電流
は、前記第１キャパシタから発生した維持時間の間に供
給されることを特徴とする。
【００４３】前記第１データラインに流れる電流と前記
有機発光ダイオードに印加される電流は、前記第１ＰＭ
ＯＳ薄膜トランジスタと第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタ
の幅と長さの比率により決定されることを特徴とする。
【００４４】前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと第２
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、ゲート電圧により影響を
受けることなく前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流
れる電流を調節することを特徴とする。
【００４５】前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ル駆動回路は、基底電圧ラインに接続されたエレクトロ
・ルミネッセンス・セル有機発光ダイオードと、前記第
１ゲートラインを除いたゲートラインと前記データライ
ンの交差部に設置された二つの薄膜トランジスタを有す
るセル駆動回路とを具備して、前記有機発光ダイオード
は前記セル駆動回路から印加された電流の大きさに対応
する光を放出することを特徴とする。
【００４６】前記セル駆動回路は、前記ゲートラインで
のゲート信号がイネーブルされる際に前記データライン
での逆方向の電流量により変動する順方向の電流信号を
前記有機発光ダイオードに印加することを特徴とする。
【００４７】前記セル駆動回路は、前記有機発光ダイオ
ードと前記電圧供給ラインの間に接続された第４ＰＭＯ
Ｓ薄膜トランジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジ
スタの前記ゲート電極と前記データラインの間に接続さ
れてスイッチとしての役割をする第５ＰＭＯＳ薄膜トラ
ンジスタと、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記
ゲート電極と前記電圧供給ラインの間に接続された第２
キャパシタとを具備する。
【００４８】前記第２キャパシタは、前記電圧供給ライ
ンが前記データラインに接続される際に前記データライ
ンでの電流信号を充電して、充電された電流信号を前記
第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの前記ゲート電極に印加
することを特徴とする。
【００４９】前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは、前
記電圧供給ラインでの供給電圧が有機発光ダイオードに
印加されて充電された第２キャパシタの充電電流により
ターン・オンされることを特徴とする。
【００５０】前記第５ＰＭＯＳ薄膜トランジスタは前記
第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに対してスイッチとして
の役割をすることを特徴とする。
【００５１】前記第５ＰＭＯＳ薄膜トランジスタがター
ン・オンされる際に、前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジス
タは前記第１エレクトロ・ルミネッセンス駆動回路の前
記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと共に電流ミラーを形
成することを特徴とする。
【００５２】前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタがター
ン・オンされて第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを通して
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前記第１データラインに一定の大きさの電流が流れるこ
とで、前記第１データラインに流れる電流の大きさと同
一の電流が前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを通して
前記有機発光ダイオードに印加することを特徴とする。
【００５３】前記有機発光ダイオードに印加される電流
は前記第２キャパシタから発生した維持時間の間に供給
されることを特徴とする。
【００５４】前記第１データラインに流れる電流と前記
有機発光ダイオードに印加される電流は前記第１ＰＭＯ
Ｓ薄膜トランジスタと前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジス
タの幅と長さの比率により決定されることを特徴とす
る。
【００５５】前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと第４
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタはゲート電圧により影響を受
けることなく前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れ
る電流を調節することを特徴とする。
【００５６】本発明によるエレクトロ・ルミネッセンス
・パネルの製造方法はゲートラインと、前記ゲートライ
ンと交差するデータラインと、前記ゲートラインとデー
タラインの交差部に設置されたエレクトロ・ルミネッセ
ンス・セルとを具備するエレクトロ・ルミネッセンス・
パネルの製造方法において、前記第１ゲートラインと前
記データラインの交差部に設置されて前記エレクトロ・
ルミネッセンス・セルを駆動するための第１エレクトロ
・ルミネッセンス・セル駆動回路を形成する過程と、前
記第１ゲートラインを除いたゲートラインとデータライ
ンの交差部に設置されて前記エレクトロ・ルミネッセン
ス・セルを駆動するための第２エレクトロ・ルミネッセ
ンス・セル駆動回路を形成する過程とを具備する。
【００５７】前記第１エレクトロ・ルミネッセンス・セ
ルの駆動回路を形成する過程はエレクトロ・ルミネッセ
ンス・セルに電源を供給するための電源を形成する過程
と、前記電源と前記データラインの間に接続された第１
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、前記電源
と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セルの間に接続さ
れた第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、
前記第１及び前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲー
ト電極の間に接続されてスイッチとしての役割をする第
３ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程と、前記第
２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタのゲート電極と前記電源の
間に接続されたキャパシタを形成する過程とを具備す
る。
【００５８】前記第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れ
る電流は前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前記第２
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率により前記
第２ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れる電流を調整する
ことを特徴とする。
【００５９】前記第２エレクトロ・ルミネッセンス・セル
の駆動回路を形成する過程は前記エレクトロ・ルミネッ
センス・セルに電源を供給する電源を形成する過程と、
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前記電源と前記エレクトロ・ルミネッセンス・セル間に接
続された第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタを形成する過程
と、前記デーラライン及び前記第４ＰＭＯＳのゲート電
極の間に接続されてスイッチの役割をする第５ＰＭＯＳ
薄膜トランジスタを形成する過程と、前記第４ＰＭＯＳ
薄膜トランジスタの前記ゲート電極と前記電源の間に接
続されたキャパシタとを具備する。
【００６０】前記第４ＰＭＯＳ薄膜トランジスタに流れ
る電流は前記第１ＰＭＯＳ薄膜トランジスタと前記第４
ＰＭＯＳ薄膜トランジスタの幅と長さの比率により調整
することを特徴とする。
【００６１】
【作用】本発明によるエレクトロ・ルミネッセンス・パ
ネルは、一つのゲートラインに一つの補償回路を構成す
ることで各ピクセル別で補償回路を適用したエレクトロ
・ルミネッセンス・パネルより開口率を大きく向上する
ことができる長所と共に画素セル上に発生する縞模様を
除去することができる。また、従来の四つのＴＦＴ構造
であったものを、二つのＴＦＴ構造にまでＴＦＴ数を減
少することで開口率が大きく向上する長所がある。
【００６２】
【発明の実施態様】前記目的以外に本発明の異なる目的
及び利点は添付の図面を参照した本発明の好ましい実施
例に対する説明を通して明らかになるはずである。
【００６３】以下、本発明の実施例を、添付した図５乃
至図８を参照して詳細に説明する。
【００６４】図５に示すように、本発明によるＥＬパネ
ルはガラス基板（２０）上に互いに交差するゲートライ
ン（ＧＬ）及びデータライン（ＤＬ）と、ゲートライン
（ＧＬ）とデータライン（ＤＬ）の交差部のそれぞれに
配列された第１及び第２画素素子（ＰＥ１、ＰＥ２）と
を具備する。
【００６５】第１及び第２画素素子（ＰＥ１、ＰＥ２）
それぞれはゲートライン（ＧＬ）のゲート信号がイネー
ブルされる時に駆動されてデータライン（ＤＬ）上の画
素信号の大きさに対応した光を発生する。
【００６６】このような第１及び第２画素素子（ＰＥ
１、ＰＥ２）を駆動するために、ゲートドライバ（２
２）はゲートライン（ＧＬ）に接続されることと共にデ
ータドライバ（２４）はデータライン（ＤＬ）に接続さ
れる。
【００６７】ゲートドライバ（２２）はゲートライン
（ＧＬ）を順次駆動する。データドライバ（２４）はデ
ータライン（ＤＬ）を通して第１及び第２画素素子（Ｐ
Ｅ１、ＰＥ２）に画素信号を供給する。
【００６８】このように、ゲートドライバ（２２）及び
データドライバ（２４）によって駆動される第１及び第
２画素素子（ＰＥ１、ＰＥ２）それぞれは第１ゲートラ
イン（ＧＬ１）とデータライン（ＤＬ）の交差部に設置
されてＥＬパネルを駆動する第１ＥＬセル駆動回路（Ｐ
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Ｅ１）と、第１ゲートライン（ＧＬ１）を除いたゲート
ライン（ＧＬ１乃至ＧＬｎ）とデータライン（ＤＬ）の
交差部に設置されてＥＬパネルを駆動する第２ＥＬセル
駆動回路（ＰＥ２）で分けられる。
【００６９】第１ＥＬセル駆動回路（ＰＥ１）はゲート
ライン（ＧＬ）上のゲート信号がイネーブルされる期間
にデータライン（ＤＬ）上の逆方向の電流量によって変
化する正方向の電流信号をＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給
する。
【００７０】このために、第１ＥＬセル駆動回路（ＰＥ
１）は図６のように基底電圧ライン（ＧＮＤ）に接続さ
れたＥＬセル（Organic Light Emitting Diode：ＯＬＥ
Ｄ）と、第１ゲートライン（ＧＬ１）とそれぞれのデー
タラインの交差部に三つの薄膜トランジスタ（以下“Ｔ
ＦＴ”という）を含めて設置される補償回路部（２６）
で構成される。
【００７１】ＥＬセル（ＯＬＥＤ）は補償回路部（２
６）から供給される電流の大きさに対応した光を放出す
る。
【００７２】補償回路部（２６）は電圧供給ライン（Ｖ
ＤＤ）に電流ミラー（Current Mirror）を形成するよう
に接続された第１及び第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１、Ｐ
２）と、これらの第１及び第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
１、Ｐ２）のゲート電極の間に接続されてスイッチ役割
をする第３ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ３）と、第２ＰＭＯＳ
ＴＦＴ（Ｐ２）と電圧供給ライン（ＶＤＤ）の間に接続
されたキャパシタ（ＣＳＴ１）とを具備する。
【００７３】キャパシタ（ＣＳＴ１）は電圧供給ライン
（ＶＤＤ）がデータライン（ＤＬ）に接続される時にデ
ータライン（ＤＬ）上の電流信号を充電して、その充電
された電流信号を第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）のゲー
ト電極に供給する役割をする。
【００７４】第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）はキャパシ
タ（ＣＳＴ１）に充電された電流信号によってターン・
オンされることで電圧供給ライン（ＶＤＤ）上の供給電
圧（ＶＤＤ）をＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給する。
【００７５】第３ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ３）は第１及び
第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１、Ｐ２）をスイッチングす
る役割をすることで、この第３ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
３）がターン・オンすると、第１及び第２ＰＭＯＳ  Ｔ
ＦＴ（Ｐ１、Ｐ２）は電流ミラーの回路になる。これに
よって、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）がターン・オン
されて、この第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）を通して第
１データライン（ＤＬ１）に一定の大きさを有する電流
（ＩＤ）が流れることと共にＥＬセル（ＯＬＥＤ）には
第１データライン（ＤＬ１）に流れる電流（ＩＤ）の量
ほどの電流が第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）を通して供
給される。
【００７６】この時、ＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給され
る電流はキャパシタ（ＣＳＴ１）によるホルディング  
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タイムの間に供給される。このような、第１データライ
ン（ＤＬ１）に流れる電流（ＩＤ）及びＥＬセル（ＯＬ
ＥＤ）に供給される電流は第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
１）と第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）の幅と長さの比率
によって決定される。即ち、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
１）と第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）の幅と長さの比率
が同じであると同じ大きさの電流（ＩＤ）が第１データ
ライン（ＤＬ１）及びＥＬセル（ＯＬＥＤ）に流れる。
【００７７】反対に、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）と
第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）の間の幅と長さの比率が
１：Ｋであると、第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）へ流れ
る電流は第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）へ流れる電流よ
りＫ×電流（ＩＤ）の大きさを有する。
【００７８】従って、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）と
第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）はゲート電圧（ＶＨＴ）
の影響を受けずに第２ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ２）へ流れ
る電流を調整することが可能となる。即ち、ゲート電圧
（ＶＨＴ）に関係なくＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給され
る電流の大きさを制御することができる。
【００７９】一方、第２ＥＬセル駆動回路（ＰＥ２）は
図８のように基底電圧ライン（ＧＮＤ）に接続されたＥ
Ｌセル（ＯＬＥＤ）と、第１ゲートライン（ＧＬ１）を
除いたデータライン（ＧＬ１乃至ＧＬｎ）とそれぞれの
データラインの交差部に二つの薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）を含めて設置される補償回路部（３６）で構成され
る。
【００８０】ＥＬセル（ＯＬＥＤ）はセル駆動回路（３
６）から供給される電流の大きさに対応した光を放出す
る。
【００８１】セル駆動回路（３６）はゲートライン（Ｇ
Ｌ）上のゲート信号がイネーブルされた期間にデータラ
イン（ＤＬ）上の逆方向の電流量によって変化する正方
向の電流信号をＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給する。
【００８２】このために、セル駆動回路（３６）はＥＬ
セル（ＯＬＥＤ）と電圧供給ライン（ＶＤＤ）の間に接
続された第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）と、第４ＰＭＯ
ＳＴＦＴ（Ｐ４）のゲート電極とデータ電極の間に接続
されてスイッチ役割をする第５ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
５）と、第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）のゲート電極と
電圧供給ライン（ＶＤＤ）の間に接続されたキャパシタ
（ＣＳＴ２）とを具備する。
【００８３】キャパシタ（ＣＳＴ２）は電圧供給ライン
（ＶＤＤ）がデータライン（ＤＬ）に接続される時にデ
ータライン（ＤＬ）上の電流信号を充電して、その充電
された電流信号を第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）のゲー
ト電極に供給する役割をする。
【００８４】第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）はキャパシ
タ（ＣＳＴ２）に充電された電流信号によってターン・
オンされて、電圧供給ライン（ＶＤＤ）上の供給電圧
（ＶＤＤ）をＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給する。
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【００８５】第５ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ５）は、第４Ｐ
ＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）をスイッチングする役割をし
て、この第５ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ５）をターン・オン
すると、第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）が、上述した第
１ＥＬセル駆動回路（ＰＥ１）の第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ
（Ｐ１）の電流ミラー回路になる。
【００８６】これによって、第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
４）がターン・オンされて、この第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ
（Ｐ１）を通して第１データライン（ＤＬ１）に一定の
大きさを有する電流（ＩＤ）が流れることによって、Ｅ
Ｌセル（ＯＬＥＤ）には第１データライン（ＤＬ１）に
流れる電流（ＩＤ）の量と同じ電流が第４ＰＭＯＳＴＦ
Ｔ（Ｐ４）を通して供給される。
【００８７】この時、ＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給され
る電流はキャパシタ（ＣＳＴ２）によるホルディング  
タイムの間に供給される。このような、第１データライ
ン（ＤＬ１）に流れる電流（ＩＤ）及びＥＬセル（ＯＬ
ＥＤ）に供給される電流は第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ
１）と第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）の幅と長さの比率
によって決定される。
【００８８】即ち、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）と第
４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）の幅と長さの比率が同じで
あれば、同じ大きさの電流（ＩＤ）が第１データライン
（ＤＬ１）及びＥＬセル（ＯＬＥＤ）に流れる。
【００８９】反対に、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）と
第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）の幅と長さの比率が１：
Ｋであれば、第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）へ流れる電
流は第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）へ流れる電流よりＫ
×電流（ＩＤ）の大きさを有する。
【００９０】従って、第１ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ１）と
第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）はゲート電圧（ＶＨＴ）
の影響を受けずに第４ＰＭＯＳ  ＴＦＴ（Ｐ４）へ流れ
る電流を調整することが可能となる。即ち、ゲート電圧
（ＶＨＴ）に関係なくＥＬセル（ＯＬＥＤ）に供給され
る電流の大きさを制御することができる。
【００９１】
【発明の効果】上述のように、本発明によるエレクトロ*
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*・ルミネッセンス・パネルは一つのゲートラインに一つ
の補償回路を構成することで各ピクセル別で補償回路を
適用したエレクトロ・ルミネッセンス・パネルより開口
率を大きく向上することができると共に画素セル上に発
生される縞模様を除去することができる。また、従来の
四つのＴＦＴ構造であったものを、２つのＴＦＴ構造に
までＴＦＴ数を減少することで開口率が大きく向上する
ことができる長所がある。
【００９２】以上説明した内容を通して当業者であれば
本発明の技術思想を一脱しない範囲で多様な変更及び修
正の可能であることが分かる。従って、本発明の技術的
な範囲は明細書の詳細な説明に記載された内容に限らず
特許請求の範囲によって定めなければならない。
【図面の簡単な説明】
【図１】  図１は従来のエレクトロ・ルミネッセンス・
パネルを概略的に表すブロック図である。
【図２】  図２は図１に図示された画素素子を詳細に表
す回路図である。
【図３】  図３は図１に図示された画素素子に供給され
るゲート信号を表す信号波形図である。
【図４】  図４は薄膜トランジスタの特性を表すグラフ
ィックである。
【図５】  図５は本発明によるエレクトロ・ルミネッセ
ンス・パネルを概略的に表すブロック図である。
【図６】  図６は図５に図示されたエレクトロ・ルミネ
ッセンス・パネルを表す等価的な回路図である。
【図７】  図７は図６に図示された第１ＥＬセル駆動回
路（ＰＥ１）を表す回路図である。
【図８】  図８は図６に図示された第２ＥＬセル駆動回
路（ＰＥ２）を表す回路図である。
【符号の説明】
１２、２２：ゲートドライバ
１４、２４：データドライバ
１６、２６、３６：セル駆動回路
ＰＥ：画素素子
ＰＥ１、ＰＥ２：第１及び第２ＥＬセル駆動回路

【図３】 【図７】 【図８】
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